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令和７年度 教職員による性暴力等に係る実態把握について 

 

 新潟市における令和７年度の教職員による性暴力等に係る実態把握

（結果）について、概要を別紙のとおりお知らせいたします。 

 なお、この件についてのお問合せは、本日 17:00 までにお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

新潟市教育委員会学校人事課 

課長補佐 相馬 直子 

電話 025-226-3234（直通） 



令和７年度「教職員による性暴力等に係る実態把握について（調査）」の結果 

学校人事課 
 

１ 実態把握の結果                         

調査票配布数 回答数 回答率 
記入のあった

件数 
性暴力等 

不適切な 

言動等 

78,342 57,857 73.9％ 28 ０／28 10／28 

    
性暴力等の実態把握のためのアンケート調査で、全市において28件の記入があったが、性暴力等に

該当するものはなかった。不適切な言動等として指導が必要と思われるものが10件あった。具体的に

は、生徒へ「かわいい」と言った、誤って児童が着替えている部屋に入ってしまった等が確認され

た。記入のあった内容については、すべて児童生徒や教職員から聞き取りを行い、当該者に指導を行

うとともに、保護者に報告を行った。 

 

２ 調査内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の「性暴力等」の定義に基づき、これらを「受けた」「見た」「行った」ことがあるかどう

かについて調査を行った。 

 

３ 調査対象者 

新潟市立の幼稚園、小・中学校、中等教育・高等学校及び特別支援学校の幼児児童生徒、保護

者及び勤務する教職員全員   ＊学校に勤務する全職員が対象 

４ 調査対象期間（調査基準日 令和７年 10月 15日（水）） 

(1) 幼稚園  幼稚園入園～回答日 

(2) 小学校  小学校入学～回答日 

(3) 中学校、中等教育学校、高等学校  小学校入学～回答日 

  (4) 特別支援学校  小学部入学～回答日 

  (5) 教職員  令和７年４月１日～回答日 

５ 事実関係の把握と該当性の判断 

「性暴力等」を「受けた」「見た」「行った」と記載された調査用紙について、各校園で児童生 

徒、保護者より管理職が聞き取りを行い、その結果について教育委員会が聞き取り調査を行っ

た。教育委員会は事実関係を把握した上で「性暴力等」に該当するかどうかを判断した。   

６ 未然防止に向けた今後の取組について 

(1)  調査結果をもとに、各学校園で性暴力等の防止に向けた指導、研修を実施する。 

(2)  性暴力等が起きない環境整備の徹底を行う。 

(3)  実態調査を定期的に実施する。 

令和７年 12 月 17 日 

教育委員会学校人事課 

性暴力等の定義 

性交等、わいせつな行為、児童ポルノ法違反、プライベートゾーンへの接触、盗撮、悪質

なセクハラ（幼児児童生徒に不快感を与える性に関する言動）  

  

・不必要な性的及び身体上の事柄に関する質問・発言・会話  

・不必要な身体への接触等 

・性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動  

・電話・メール等ＳＮＳでの性的なやりとり 
・幼児児童生徒の性的な姿を撮影したり録画したりすること  等 


